
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市区町村が空家等活用促進区域や空家等活用促進指針を定め、接道義務や用途に係る規制を合理化し、 
用途変更等を促進する。 

・市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し、指針に合った活用を要請する。 
・市区町村長がNPO法人等を空家等管理活用支援法人に指定し、所有者等への普啓発及の他、空家等の管理や 
活用に向けた相談対応等を行う。 

  

 

・市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある管理不全空家等に指導することができ、 
指導しても改善されない場合に勧告を行う。勧告を受けた管理不全空家等は、固定資産税の 
住宅用地特例(1/6等に減額)が解除される。 

・市区町村から電力会社等に対し、空家等の所有者把握のため、情報提供を要請する。 

【空き家所有者向け】 

空家等の有効活用等を検討していただく 

【ガイドブックに関するお問合せ先】 

ためのガイドブック 

空家活用のための政策 

・市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権が付与される。 
・特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設する。 
・所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用は、確定判決無しで徴収できる。 
・市区町村長に財産管理人の選任請求権が認められ、相続放棄された空家等に対応する。 

同法律の詳細をご確認ください 

 

固定資産税？ 

解体費用or改修費用？ 

片付けand廃棄？ 

賃貸or売却？ 

改正空家等対策特別措置法の趣旨を理解し、 

作 成：公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会〔略称：ちんたい協会〕 

www.chintai.or.jp/guidebook/akiya/houritsu.pdf 

協 力：   国土交通省   後 援：    総務省     内閣府 

〔略称：ちんたい協会〕 

※｢①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境 

の保全を図るために放置することが不適切である状態｣にあると認められる空家等をいう 

 

特定空家化を防止するための方策 

【2025(令和7)年4月版】 

① 

【空家状態】 

良 

悪 

● 改正空家等対策特別措置法のポイント ● 

特定空家等の除却等 

2023年の法改正により、所有者の責務がさらに強化され、国、自治体の施策に協力する努力義
務が追加。管理状態の悪い空き家を「管理不全空家等」と規定し、勧告を受けると固定資産税
の優遇措置(1/6等に減額)が解除されます。 

我が国の約6,504万戸の住宅のうち、約900万戸が空き家や空きアパート等であり、そのうち賃貸や売却に出さ

れておらず、かつ二次的住宅(別荘等)でもない住宅が約 386 万戸もあります。その中でも管理されない空家等が

周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしうること等を背景に、2015(平成27)年に「空家等対策の推進に関する特別

措置法(空家等対策特別措置法)」が施行され、さらに「空家等の活用拡大」及び「空家等の管理の確保」を盛り込

んだ形で、2023(令和 5)年 12 月に改正法が施行されました。また、空き家所有者に対し、空き家の活用、若し

くは除却を促すため、国土交通省は『空き家の行き先を考えるすごろく』を作成しました。 

・市区町村長が指導・勧告 

・固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)の解除 

管理不全空家等 
(特定空家になる前段階) 

特定空家化 

の防止方策 

空家の発生 
空家活用の 

ための政策 

・空家の状態の把握 

・代執行の円滑化 

・財産管理人による空家の管理・処分 

特定空家等※ 
(倒壊寸前の空家イメージ) 

・空家等活用促進区域 

・支援法人制度 

特定空家等 

の除去 

新設 

① 

② 

② 

0570-08-5584  
受付時間：(平日)月・水・金 10時～17時 

※休暇及び年末年始は除く 

③ 

③ 

ま  ず  は       こ   こ    安    心 




